
麻薬の廃棄と事故、帳簿について

このコンテンツでは、麻薬の廃棄時、事故発生時のポイント及び麻薬の帳簿について
説明します。
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まず、麻薬の廃棄について説明します。

麻薬の廃棄は、麻薬及び向精神薬取締法第29条に規定されています。

「麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道
府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。」とあるように
、事前に麻薬廃棄届を届け出ていただく必要があります。

法第29条のただし書の「麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限
りでない。」は、調剤済麻薬廃棄届に関する規定になります。
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麻薬の廃棄等の手続きにはいくつか種類があります。

麻薬卸売業者は麻薬の調剤を行わないので、調剤済麻薬廃棄届の提出や施用残とし
て処理することはありません。

麻薬卸売業者が麻薬廃棄届を提出する頻度は多くないと思いますが、病院や薬局か
らどのように麻薬を廃棄すればよいか、質問を受けることもあると思いますので、どの
ような手続きがあるか知っておくと良いでしょう。
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麻薬卸売業者が行う廃棄には、麻薬廃棄届による廃棄があります。

古くなった麻薬や変質等により使用しなくなった麻薬を廃棄しようとするときは、あらか
じめ麻薬廃棄届を都道府県知事に届け出て、東京都の職員立会いの下に廃棄しなけ
ればなりません。

麻薬廃棄届を届け出ることなく無断で廃棄した場合、麻薬及び向精神薬取締法違反と
なりますので、十分注意してください。
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その他の麻薬廃棄手続きとして、調剤済麻薬廃棄届を届け出る場合と届出不要の場
合があります。

調剤済麻薬廃棄届は、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄した際に届け出るもの
で、廃棄後３０日以内に都道府県知事に提出する必要があります。

麻薬注射剤の残液等は、施用に伴う消耗として、適切に廃棄すれば届出は不要です。

これらの手続きは麻薬の調剤を行う病院や薬局が行うものであり、麻薬卸売業者が行
うことはありません。
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麻薬を廃棄する際、どの手続きに該当するかの判断には、「麻薬廃棄チャート」をご参
照ください。こちらは、東京都が発行している「麻薬取扱いの手引」に掲載しております
。

また、麻薬の廃棄方法については、「医療用麻薬廃棄方法推奨例一覧」をご参照くださ
い。こちらは、東京都福祉保健局薬務課のHPに掲載しております。
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続いて、麻薬の事故について説明します。

麻薬の事故は麻薬及び向精神薬取締法第３５条第１項に規定されています。

麻薬取扱者である麻薬卸売業者は、管理している麻薬の事故が生じたときは、すみや
かに都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。
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麻薬の事故とは「意図しない不測の事態により、存在していた麻薬がなくなること」を指
し、その態様によって、「滅失」、「盗取」、「所在不明」、「その他の事故」に分類されます
。

「滅失」とは、麻薬がその物理的存在を失うことをいい、災害によると人の行為によると
を問いません。「滅失」はその事故の状況によって流失や破損等に区分されます。

「盗取」とは、麻薬が盗難された場合を、「所在不明」とは、紛失、亡失等麻薬の所在を
見失う場合をいいます。

「その他の事故」とは、滅失、盗取、所在不明以外のもので、強奪された場合、脅し取ら
れた場合、詐欺にかかった場合等をいいます。

事故が発生した時は、ただちに管理薬剤師に報告し、指示を仰ぐようにしてください。
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麻薬の事故が発生した時は、東京都に速やかに麻薬事故届を提出してください。

所在不明、盗取、その他の事故の場合、東京都が原因等の確認のため、立入調査を
実施します。

また、盗取が強く疑われる場合については、事故届を提出するのと同時進行で、所管
の警察署にも相談してください。
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最後に麻薬帳簿について説明します。

麻薬の帳簿は麻薬及び向精神薬取締法第37条に規定されています。

麻薬卸売業者は、業務所に帳簿を備え付け、麻薬を譲渡・譲受、廃棄等した時に、麻
薬の品名、数量及びその年月日を記載しなければなりません。

また、帳簿は最後に記載した日から2年間保存しなければなりません。
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帳簿を記載する時は、次のことに注意してください。

・品名、剤型、濃度別に、口座を設けて記載してください。

・また、備考欄等に製品番号を記載してください。

・麻薬の譲受年月日は、譲渡側が作成した麻薬譲渡証に記載された年月日を記載して
ください。備考欄には麻薬現品が実際に届いた年月日を記載してください。

・着脱式帳簿の場合は、ページの抜き差し防止という観点から、ページ番号が必要で
す。

・記載には、字が消えない筆記具を使用してください。

・記載内容の訂正は、修正液等は使用せず、二本線等により抹消し、訂正した箇所に
訂正印を押印してください。

ページ番号、字が消えない筆記具、訂正印の使用は、改ざん防止のため重要です。
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帳簿をコンピュータで管理する場合は、次のことに注意してください。

・出力した印刷物を帳簿とみなすようにしてください。

・各麻薬業務所において入力及び出力のための装置を備えてください。

・帳簿の記載事項が生じた場合には、その都度遅滞なくコンピュータへ入力及び出力し
てください。

・入力操作を行うことができる者をあらかじめ指定し、他の者が入力できないようにして
ください。

・修正する場合には、修正年月日、修正事項及び修正者が分かるようにしてください。

・出力された印刷物は、当該麻薬業務所内１か所に整理され、立入検査等の際に直ち
に提示できるようにしてください。
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以上で「麻薬の廃棄と事故、帳簿について」のコンテンツは終了です。

お疲れ様でした。
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